
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

広
島
県
病
院
事
業
組
織
規
程
及
び
広
島
県
病
院
事
業
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者 

平

川

勝

洋

広
島
県
病
院
事
業
組
織
規
程
及
び
広
島
県
病
院
事
業
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

（
広
島
県
病
院
事
業
組
織
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
病
院
事
業
組
織
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

 

（
内
部
組
織
） 

第
七
条 

（
略
） 

病
院
名 

局
、
部
、
課
、
係
、
科
、
セ
ン
タ
ー
及

び
室
名 

県
立
広

島
病
院 

事
務
局
―
脳
心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー 

（

略
） 

消
化
器
セ
ン
タ
ー 

消
化
器
内
科 

肝
臓
内
科 

内
視
鏡
内
科 

消
化
器
・
乳
腺
外
科 

消
化
器
内
視
鏡
外
科 

呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
―
看
護
部 

（
略
） 

県
立
安

芸
津
病

院

総
務
課 

（
略
） 

循
環
器
内
科
、
内
視
鏡
内
科
、
消
化
器

内
科
、
小
児
科
、
外
科
、
整
形
外
科
、 

緩
和
ケ
ア
外
科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器
科
、

産
婦
人
科
、
眼
科
、
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
、 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
、
放
射
線
科 

臨
床
検
査
科
―
看
護
部 

（
略
） 

（
内
部
組
織
） 

第
七
条 
（
略
） 

病
院
名 
局
、
部
、
課
、
係
、
科
、
セ
ン
タ
ー
及

び
室
名 

県
立
広

島
病
院 

事
務
局
―
脳
心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー 

（

略
） 

消
化
器
セ
ン
タ
ー 

消
化
器
内
科 

内
視
鏡
内
科 

消
化
器
・
乳
腺
外
科 

消
化
器
内
視
鏡
外
科 

呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
―
看
護
部 
（
略
） 

県
立
安

芸
津
病

院

総
務
課 

（
略
） 

循
環
器
内
科
、
消
化
器
内
科
、
一
般
内

科
、
小
児
科
、
外
科
、
整
形
外
科
、
緩

和
ケ
ア
外
科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器
科
、 

産
婦
人
科
、
眼
科
、
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
、 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
、
放
射
線
科 

臨
床
検
査
科
―
看
護
部 

（
略
） 

附

則

附

則

１

（
略
） 

２ 

当
分
の
間
、
県
立
病
院
課
に
担
当
課
長
（
共
通
業

務
担
当
）
を
置
く
。 

１

（
略
） 

２ 

当
分
の
間
、
県
立
病
院
課
に
共
通
業
務
担
当
監
を

置
く
。 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

職

名

職
の
置
か
れ
る
組
織 

職

務

備

考

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
技
術

専
門
員 

事
務
局
、
科
、
医
療

技
術
部
及
び
栄
養
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

（
略
） 

職

名

職
の
置
か
れ
る
組
織 

職

務

備

考

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
技
術

専
門
員 

事
務
局
、
科
及
び
栄

養
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 



 
 

 
（
広
島
県
病
院
事
業
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
広
島
県
病
院
事
業
決
裁
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 
後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
―
五 

（
略
） 

六 

担
当
課
長 

組
織
規
程
附
則
第
二
項
に
規
定
す

る
担
当
課
長
（
共
通
業
務
担
当
）
を
い
う
。 

七
・
八 

（
略
） 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
―
五 

（
略
） 

六 

担
当
監 

組
織
規
程
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る

共
通
業
務
担
当
監
を
い
う
。 

七
・
八 

（
略
） 

 
 

（
事
務
部
長
、
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

担
当
課
長
は
、
そ
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
課
長
限
り
で
専
決
す
る
こ
と 

が
で
き
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

参
事
は
、
課
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
課
長
が
管

理
者
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

（
事
務
部
長
、
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

   

３ 

担
当
監
及
び
参
事
は
、
課
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、 

課
長
が
管
理
者
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ

い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


